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第６章 地方税の電子納税 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税電子納税タブでは、税目・手続きごとに地方税の電子納税（インターネットバンキング／ダイ

レクト納付／クレジットカード納付）を行えます。 

「Ⅰ 個人住民税(特別徴収)の電子納税」 

「Ⅱ 法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子納税」 

「Ⅲ 固定資産税・自動車税等の電子納税」 
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Ⅰ 個人住民税(特別徴収)の電子納税 

 

１．個人住民税(特別徴収)の電子納税は、給与所得等に係る個人住民税と退職所得に係る個人住民税で

手続きが異なります。 

行 手続き 概要 

1 給与所得等に係る個人住民

税 

ファイル読込や前月データの複写等により作成した納付データ

を地方税ポータルシステムに送信し、地方税ポータルシステム

にて発行された納付情報を利用して電子納税します。 

2 退職所得に係る個人住民税 退職所得に係る個人住民税を電子納税するには、退職所得に係

る納入申告書の電子申告が必要です。 

そのため、退職所得に係る納入申告書を作成・電子申告した上

で、電子申告に基づく納付データを地方税ポータルシステムに

送信し、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を利

用して電子納税します。 

 

 

２．退職所得に係る個人住民税の電子申告・電子納税では、納入申告書データ（XML）への代表者（納税

者）の電子署名が必要です。 

ｅ－ＴＡＸ電子納税で退職所得に係る納入申告書の電子申告を行うには、以下の事前準備が必要で

す。 

 

(1) 電子証明書・ＩＣカードリーダライタの準備 

①退職所得に係る個人住民税の手続きでは、納入申告書データへの代表者（納税者）の電子署名が必

要ですので、手続きを行う前にご用意ください。 

②ｅ－ＴＡＸ電子納税を利用するパソコンに、ＩＣカードリーダライタのドライバ、電子証明書用ソ

フトウェアを登録していない場合は、メーカーや発行元のＨＰ等を参照し、登録してください。 

 

(2) 電子証明書情報のシステムへの登録 

①「112 電子証明書情報の登録」で利用する電子証明書情報をシステムに登録してください。 

  なお、電子証明書の有効期限の登録は任意です。（登録した場合、有効期限到来時にシステム上で

チェックし、メッセージを表示します。） 

②地方税ポータルシステムに電子証明書を未登録の場合は、「323 電子証明書の更新･変更」で地方税

ポータルシステムに電子証明書を登録してください。なお、ASP1000R／ｅ－ＴＡＸグループ通算で

電子申告を行うために電子証明書を登録済みの場合は、あらためて登録する必要はありません。 
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ご利用の給与計算システム（ファイル読込機能を利用する場合） 

ｅ－ＴＡＸ電子納税 

１．給与所得等に係る個人住民税(特別徴収) 

給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)では、ファイル読込や前月データの複写等により納付デー

タを作成します。 

作成した納付データを地方税ポータルシステムに送信し、地方税ポータルシステムにて発行された

納付情報を利用してインターネットバンキング又はダイレクト納付で電子納税します。 

  なお、地方税eLTAX仕様では、給与所得等に係る個人住民税と退職所得に係る個人住民税は別の納付

手続きとされています。そのため、退職所得分を同時に電子納税できません。退職所得に係る個人住

民税の手続きについては、「２．退職所得に係る個人住民税(特別徴収)」をご参照ください。 

 

＜給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)の電子納税の流れ＞ 

 

 

(1) 給与所得等に係る個人住民税の納付データの切り出し 

 

 

 

 

(1) 納付データの作成（※1,2） 

 

(2) 地方税ポータルシステムへの送信 

 

(3) 納付情報の確認 

 

(4) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

 

(5) 納付情報(納付済)の確認 

 

(6) 納付結果通知(完了通知)の確認 

 

(7) 完了報告書の印刷 

 

 

 

※1 納付データは、以下の３つのいずれかの方法で作成できます。  

行 作成方法 概要 

1 

ファイル読込 所定のフォーマット（下記※2参照）で作成されたファイルを読み

込んで納付データ作成します。 

ご利用の給与計算システムが個人住民税の納付データの出力に対

応している場合には、効率的に納付データを作成できます。 

2 

前月データの複写 ｅ－ＴＡＸ電子納税で前月分の個人住民税を電子納税している場

合に、前月データを複写して納付データ作成します。 

前月から納付金額に変更がない場合は、当複写機能によりワンクリ

ックで納付データを作成できます。 

（注）「納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了しているデー

タが複写対象となります。前月データが複写対象とならない場

合は、「納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了させてく

ださい。 
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3 
金額等を直接入力 １団体ごとに納付金額等を直接入力して納付データを作成します。 

 

  なお、初回はファイル読込で納付データを作成し、翌月以降は、前月データの複写を利用するとい

った運用も可能です。状況に応じて、いずれかの方法で作成してください。  

 

※2 ファイル読込につきましては、eLTAXが提供しているソフトウェア（PCdesk）で対応している「地銀

協フォーマット」又は「CSVフォーマット」で作成されたファイルを読み込めるようにします。 

  「地銀協フォーマット」は、全国地方銀行協会が制定したデータフォーマットで、各金融機関の住

民税納付代行サービス（インターネットバンキングのサービス）にて、ファイルの読み込み機能が

ある場合に利用されているフォーマットです。 

  ご利用の給与計算システムが、「地銀協フォーマット」によるデータ出力に対応している場合は、

そのまま読み込めますので、ご利用の給与計算システムの対応有無を事前にご確認ください。 

行 フォーマット 読込レイアウト 

1 地銀協フォーマット 

（.txt又は.dat） 

eLTAXホームページの「仕様書・様式集」－「共通納税」－「個人住

民税（特別徴収）ファイルレイアウト定義書（地銀協フォーマット）」 

をご確認ください。 

https://www.eltax.lta.go.jp/support/shiyosho/ 

（補足）ｅ－ＴＡＸ電子納税では、改行コード(CR・LF)の有無、終端

コード(EOF)の有無にかかわらず読込可能です。 

2 CSVフォーマット 

（.csv） 

「611 ファイル読込レイアウトの確認」でCSV作成基準書をご確認く

ださい。 

 

 

  

https://www.eltax.lta.go.jp/support/shiyosho/
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(1) 給与計算システムからの納付データの切り出し（ファイル読込機能を利用する場合） 

  ファイル読込機能を利用する場合は、ご利用の給与計算システムで給与所得等に係る個人住民税の

納付データを切り出します。 

 

  ｅ－ＴＡＸ電子納税では、「CSV フォーマット」又は「地銀協フォーマット」のいずれかで作成さ

れたファイルを読み込めます。 

「地銀協フォーマット」は、全国地方銀行協会が制定したデータフォーマットで、各金融機関の住

民税納付代行サービス（インターネットバンキングのサービス）にて、ファイルの読み込み機能があ

る場合に利用されているフォーマットです。 

ご利用の給与計算システムが、「地銀協フォーマット」によるデータ出力に対応している場合は、

そのまま読み込めますので、ご利用の給与計算システムの対応有無を事前にご確認ください。 

  

  ファイル読込レイアウトは、下記の「611 ファイル読込レイアウトの確認」画面で確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「CSV フォーマット」で読み込む場合は、「11.読込レイアウトの確認」で、CSV 作成基準書(PDF)を

確認の上、作成基準どおりに CSV ファイルを作成してください。 
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(2) 電子納税するデータの指定 

①メニューの選択 

「612 給与所得等に係る個人住民税(特別徴収)」を選択します。 

 

②電子納税プロセス画面 

メニュー選択後、次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)「データの指定」欄 

a.「新規データ」 

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選

択した場合は、プロセス１から順番に処理を進めます。 

b.「前回データ」 

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。 

    前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。 

    ※過去に作成したデータを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。 

  

2)「納付対象年月」「納期限」「納付先団体数」「納付額合計」欄 

   「１．納付データの作成」で入力された内容を基に表示されます。 

 

  3)「納付方法」欄 

   納付方法が表示されます。 

   初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、

２回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。 

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。 

 

 

 

 

   

 

 

 4)電子納税は、矢印の順に処理します。 

   ［１．納付データの作成］ボタンをクリックします。 
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(3) 納付データの作成 

［１．納付データの作成］ボタンをクリック後、次の画面が表示されます。 

①「利用者名カナ」「利用者名」「住所」の確認・入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)「利用者名カナ」「利用者名」「住所」欄 

  a.利用者名カナ、利用者名、住所は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に登録される情報です。 

   そのため、次のとおり、入力可能な文字数及び使用可能な文字に制限があります。  

行 項目 入力可能文字数 使用可能な文字 

１ 利用者名

カナ 

全角24文字 

(※) 

０１２３４５６７８９０ 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ 

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ

ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン 

ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヴ 

゛゜「」￥，．（）－／全角スペース 

(注)ａｂｃなどの英字小文字や、ャュョなどのカナ文字小

文字は、使用できません。 

２ 利用者名 全角12文字 文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区～

08区（各種記号、英数字、かな）、16区～47区（JIS第一水

準漢字）、48区～84区（JIS第二水準漢字）を使用できます。 

(注)例として、「髙(はしごだか)」や、ローマ数字(Ⅰ～Ⅹ)、 

丸囲み文字(①～⑳)等は使用できません。 
３ 住所 全角80文字 

  ※利用者名カナについて、濁音、半濁音のある文字は２文字分として扱われます。 

   (例)「カブシキガイシヤ」(８文字)は１０文字として扱われます。 

 

  b.初めて地方税の電子納税を利用する場合は、「111 会社情報の登録」で登録している法人名・住

所を初期表示します。なお、「利用者名カナ」で使用できない文字がある場合は、次のとおり自

動変換したうえで初期表示します。   

変換対象の文字 変換後の文字 

ァィゥェォッャュョヮ アイウエオツヤユヨワ 

ａ～ｚ Ａ～Ｚ 

ー―‐～ － 
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2)「納期限」欄 

  「納期限」は、システム上で参考表示するための情報であり、eLTAXへ送信するデータには含まれ

ません。そのため、入力しなくても電子納税の手続きは行えます。 

 

②明細データの作成 

  明細データは以下のいずれかの方法で作成できます。  

行 作成方法 作成手順 

1 
ファイル読込 画面上部の[ファイル読込]ボタンで、「CSVフォーマット」又は「地銀

協フォーマット」で作成したファイルを読み込みます。 

2 

前月データの複写 画面上部の[前月納付データ複写]ボタンで、電子納税が完了している

前月分の納付データを複写します。 

当機能は、ｅ－ＴＡＸ電子納税で前月分の給与所得等の個人住民税を

電子納税している場合に利用できます。 

（注）「納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了しているデータが

複写対象となります。前月データが複写対象とならない場合は、

「納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了させてください。 

3 
金額等を直接入力 [F5 明細追加]ボタンで、１団体ごとに納付金額等を直接入力して納付

データを作成します。 

  なお、初回はファイル読込で納付データを作成し、翌月以降は、前月データの複写を利用するとい

った運用も可能です。状況に応じて、いずれかの方法で作成してください。 

 

  以下に、ファイル読込機能を利用する場合の流れを説明します。 

 

＜ ファイル読込機能を利用する場合の流れ ＞ 

  1)画面上部の[ファイル読込]ボタンをクリックします。 

   ファイル選択画面が表示されますので、CSVフィーマット(.csv)で作成したファイル、又は、地銀

協フォーマット(.dat又は.txt)で作成したファイルを選択します。 
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  2)読み込んだ納付データの内容が表示されますので、確認の上、[F4 読込開始]をクリックします。 

   （注）読込前に作成済みのデータがある場合、読込後すべて削除（洗い替え）されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）読込前チェック 

以下に該当するデータは読込対象外となります。該当する場合は、「読込前チェック」欄に赤

文字でエラー内容が表示されます。 

・必須項目が未入力の場合 

・市区町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存在しない場合 

・電子納税可能な桁数を超過している場合 

・金額項目にマイナスの金額がある場合 

・金額項目に数字以外の文字がある場合（表計算ソフトで表示して指数になった等） 

・合計税額が０円以下の場合 

・合計税額が給与税額、督促手数料、延滞金の合計と一致しない場合(CSVフォーマットの場合) 

・eLTAXで利用できない文字が入力されている場合 

・納入対象年度（6月～翌年5月）の範囲が異なる納付月分のデータがある場合 

・同一の市区町村、かつ、同一の納付月分のデータが複数ある場合 

 

   a.エラーデータがある場合（読込前チェックでエラー）は、下記のメッセージが表示されます。 

  

   b.続けて表示される画面で、入力エラー確認表を[印刷]又は[ファイル切出]し、エラー内容を確

認してください。 

     
   c.読込ファイルを修正のうえ、再度読み込んでください。 
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3)読み込んだデータが納付データの作成画面に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③明細情報の確認 

 納付データの作成画面で明細の一覧をダブルクリックすると、納付先ごとの明細情報確認できます。 

 必要に応じ、備考欄の入力等を行います。 

 各項目を入力後、[F4 入力終了]ボタンをクリックします。 
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④確認用帳表の印刷・ファイル切り出し 

すべての納付先の明細情報を作成後、画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切

り出しを行い、納付内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容の確認後、［F3 次処理へ］ボタンをクリックし、地方税ポータルシステムへの送信処理

に進みます。すぐに送信しない場合は、［F4 入力終了］ボタンをクリックします。 

 

(4) 地方税ポータルシステムへの送信 

①納付データの作成画面で［F3 次処理へ］ボタンをクリック、もしくは電子納税プロセス画面で、

［２．納付データの送信］ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「独自の暗証番号」を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックします。納付データが地方税

ポータルシステムへ送信されると、続いて地方税ポータルシステムにて発行された納付情報の受信

が行われます。 

 

＜ 申告先(納付先)の追加画面が表示された場合 ＞ 

    地方税の電子納税を行うには、電子申告・納税する提出先として地方税ポータルシステムに納

付先を登録する必要があります。 

    作成した納付データの納付先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示さ

れますので、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックしてください。 

    登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。 
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(5) 納付情報の確認 

納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 

納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ] を選択し、次プロセスへ進み

ます。 

②「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、再送信します。 
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(6) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

 ※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ：「① インターネットバンキングで納付」へ 

 ※ダイレクト納付：「②ダイレクト納付」へ 

 ※ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ納付：「③クレジットカード納付」へ 

①インターネットバンキング納付 

  1)「インターネットバンキングで納付」画面が表示されます。 

   [インターネットバンキングで納付 (ブラウザ)]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2)ブラウザが起動し、インターネットバンキングへのリンクが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a.[インターネットバンキング]ボタンを１回だけクリックします。 

     b.[インターネットバンキング]ボタンでは、以下の処理を行います。 

    ⅰ) 金融機関の選択画面が表示されますので、ご利用の金融機関を選択します。 

ⅱ) 選択した金融機関のインターネットバンキングの画面で、パスワード等を入力して、ログ

インします。 

ⅲ) 続いて、地方税ポータルシステムへ送信済みの納付データの内容が表示されます。 

ⅳ) 内容を確認し、支払を行います。 

   c.インターネットバンキングで納付後、「(7) 納付情報(納付済)の確認」に進みます。 

 

（解説）インターネットバンキング機能で起動するブラウザについて 

インターネットバンキング機能で起動するブラウザは、Windowsの「既定のブラウザ」として設

定されているブラウザとなります。利用したいブラウザが、既定のブラウザと異なる場合は、お

手数ですが、既定のブラウザを変更することによりご対応ください。 
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②ダイレクト納付 

ダイレクト納付は、[今すぐに納付される方]または[納付日を指定される方]ボタンで納付方法を選

択します。 

  ・[今すぐに納付される方]：金融機関の口座から、即時に振替えられます。 

・[納付日を指定される方]：金融機関の口座から、指定した納付日の朝に振替えられます。 

 

■即時納付する場合 

  1)「ダイレクト納付」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.［今すぐに納付される方 (即時納付)］ボタンをクリックします。 

当該ボタンをクリックしただけでは、納付は行われません。 

 

  2)ダイレクト納付の口座を複数登録している場合は、引き落とし口座の選択画面が表示されます。 

※登録口座が１つの場合は、当画面は表示されません。（選択後の状態（下記3））となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.ダイレクト納付利用届出済みの口座から、引き落とし口座を選択し、[ＯＫ]ボタンをクリック

します。  
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  3)地方税ポータルシステムから受信した納付情報と引き落とし口座が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.税目、納付金額等の納付内容と、引き落とし口座を確認します。 

b.内容に間違いがなければ、［上記の内容でダイレクト納付する］ボタンをクリックします。 

 

  4)ワンタイムパスワードの送信先の選択画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a.ワンタイムパスワードの送信先のメールアドレスを選択します。 

      ※「メールアドレス」欄に表示されているメールアドレスは、地方税eLTAXに登録済みのメー

ルアドレスです。すぐにメールを確認できるメールアドレスが選択肢にない場合は、   

[ｷｬﾝｾﾙ]ボタンをクリック後、フルメニューに戻り、「届出内容の更新等」タブの「333 利

用届出の変更」で、メールアドレスを変更・追加してください。 

  b.メールアドレスを選択後、[ワンタイムパスワード送信]ボタンをクリックします。  
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  5)ワンタイムパスワードの入力画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a.前の画面で選択したメールアドレス宛てにワンタイムパスワードの通知メールが送信されて

いますので、メールに記載されたワンタイムパスワード(数字 6 桁)を入力します。 

※ワンタイムパスワードの有効期限(10 分間)を過ぎてしまった場合は、[ワンタイムパス  

ワード再送信]ボタンをクリックすることで、新たにワンタイムパスワードが発行され、通

知メールも再送信されます。 

        b.ワンタイムパスワード入力後、[ＯＫ(ダイレクト納付の指示完了)]ボタンをクリックします。 

 

■期日指定納付する場合 

  1)「ダイレクト納付」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.［納付日を指定される方(期日指定納付)］ボタンをクリックします。 

当該ボタンをクリックしただけでは、納付は行われません。 
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  2)ダイレクト納付の口座を複数登録している場合は、引き落とし口座の選択画面が表示されます。 

※登録口座が１つの場合は、当画面は表示されません。（選択後の状態（次の3））となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.ダイレクト納付利用届出済みの口座から、引き落とし口座を選択し、[ＯＫ]ボタンをクリック

します。 

  

 

  3)地方税ポータルシステムから受信した納付情報と引き落とし口座が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a.税目、納付金額等の納付内容と、引き落とし口座を確認します。 

b.内容に間違いがなければ、納付日を指定します。 

納付情報が発行されてから120日を超える日付は指定できません。  

休日・祝日等、金融機関の非営業日は指定できません。 

c.納付内容および納付日に間違いがなければ、［上記の内容でダイレクト納付する］ボタンをク

リックします。 
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  4)ワンタイムパスワードの送信先の選択画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a.ワンタイムパスワードの送信先のメールアドレスを選択します。 

      ※「メールアドレス」欄に表示されているメールアドレスは、地方税eLTAXに登録済みのメー

ルアドレスです。すぐにメールを確認できるメールアドレスが選択肢にない場合は、   

[ｷｬﾝｾﾙ]ボタンをクリック後、フルメニューに戻り、「届出内容の更新等」タブの「333 利

用届出の変更」で、メールアドレスを変更・追加してください。 

  b.メールアドレスを選択後、[ワンタイムパスワード送信]ボタンをクリックします。  

 

  5)ワンタイムパスワードの入力画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a.前の画面で選択したメールアドレス宛てにワンタイムパスワードの通知メールが送信されて

いますので、メールに記載されたワンタイムパスワード(数字 6 桁)を入力します。 

※ワンタイムパスワードの有効期限(10 分間)を過ぎてしまった場合は、[ワンタイムパス  

ワード再送信]ボタンをクリックすることで、新たにワンタイムパスワードが発行され、通

知メールも再送信されます。 

b.ワンタイムパスワード入力後、[ＯＫ(ダイレクト納付の指示完了)]ボタンをクリックします。 
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※「期日指定納付」を選択した場合、指定した納付日の朝に引き落としが行われます。 

そのため、指定納付日の前日までに届出した口座へ、納税資金を準備してください。 

   ※指定した納付日に、「(7) 納付情報(納付済)の確認」以降の処理を行います。 

   ※指定した納付日に、ダイレクト納付の処理結果（完了、エラー等）をメッセージボックスに格

納した旨の通知が、地方税ポータルシステムに登録しているメールアドレス宛に届きます。通

知が届いた後、「(7) 納付情報(納付済)の確認」以降の手順で速やかに納付結果を確認してく

ださい。 

 

■期日指定納付の取消（ダイレクト納付で「期日指定納付」を指定した場合のみ） 

「期日指定納付」を選択した場合、指定した納付日の前日まで、納付日の変更や納付方法の変

更ができます。その場合、「期日指定納付の取消」が必要です。以下のような場合に、「期日指

定納付の取消」を行います。 

・指定した納付日を変更する場合 

・「期日指定納付」から「即時納付」に変更する場合 

・他の引落口座に変更する場合（口座を複数登録している場合） 

・ダイレクト納付以外の方法で納付する場合 

・別途、納付が完了している場合 

 

1)ダイレクト納付の指定を取り消すには、ダイレクト納付のプロセス画面で[期日指定納付の取消]

ボタンをクリックします。 
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2)[期日指定納付の取消]ボタンをクリックすると、地方税ポータルシステムへのログイン画面が表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)「期日指定納付の取消」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.指定中の納付日を確認します。 

b.期日指定納付を取り消す場合には、[期日指定納付の取消]ボタンをクリックします。 

   c.取消後、納付日を変更する場合や「即時納付」を行う場合は、処理メニューへ戻り、「４．ダ

イレクト納付」で、ダイレクト納付（即時納付または期日指定納付）の選択から行います。 
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③クレジットカード納付 

1)「クレジットカード納付」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.[クレジットカード納付 (ブラウザ)]ボタンをクリックします。 

 

2)ブラウザが起動し、地方税共同機構クレジットカード納付サイトへのリンクが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.［地方税共同機構クレジットカード納付サイトへ］ボタンを１回だけクリックします。 

b.［地方税共同機構クレジットカード納付サイトへ］ボタンでは、以下の処理を行います。 

ⅰ) 表示されている注意事項等を確認します。 

ⅱ) クレジットカード納付を行う税金の情報を確認します。 

ⅲ) 利用するクレジットカードの情報を入力します。 

ⅳ) 内容を確認し、納付手続きを確定します。 

c.クレジットカードで納付後、「(7) 納付情報(納付済)の確認」に進みます。 

 

（解説）クレジットカード納付機能で起動するブラウザについて 

クレジットカード納付機能で起動するブラウザは、Windowsの「既定のブラウザ」として設定さ

れているブラウザとなります。利用したいブラウザが、既定のブラウザと異なる場合は、お手数

ですが、既定のブラウザを変更することによりご対応ください。 
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(7) 納付情報(納付済)の確認 

納付終了後、納付処理を行った画面で[F3 次処理へ]ボタンをクリックすると、次の画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①納付情報が「納付済」になったことを確認します。納付済みになっている場合は、[F3 次処理へ]を

選択し、次プロセスへ進みます。 

②エラーとなった場合は、表示されたエラーの内容を確認し、対処してください。 

 （注意１） 

    納付したにもかかわらず、納付情報が「納付済」にならない場合、アクセスの集中等により地

方税ポータルシステムでの処理に時間がかかっている可能性があります。この場合、時間をおい

てから再度「納付書情報(納付済)の確認」プロセスで納付情報を確認してください。 

 （注意２） 

   残高不足、金融機関のサービス時間外等の理由により、ダイレクト納付できなかった場合は、納

付情報にエラー内容が表示されます。また、地方税のメッセージボックスにエラー通知が格納され

ます。 

  納付情報又はメッセージボックスでエラー内容を確認してください。 

なお、残高不足によるエラーの場合は、不足分の納税資金を引き落とし口座に入金した上で、再

度ダイレクト納付の指示を行うことも可能です（再度「4.ダイレクト納付」から行います）。 

また、別の納付方法（インターネットバンキング又はクレジットカード納付）で納付する場合は、

プロセス選択画面の「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更の上、再度納付指示してくだ

さい。 

（例：残高不足等でダイレクト納付できなかった場合のメッセージ） 
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(8) 納付結果通知(納付完了)の確認 

納付情報で「納付済」を確認後、納付情報の確認(納付済)画面で[F3 次処理へ]ボタンをクリックす

ると、次の画面が表示されます。 

 当画面では、メッセージボックスに格納された「納付結果通知」を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①[F3 次処理へ] を選択し、次プロセスへ進みます。 

（解説）「納付結果通知」に記載される明細数 

 「納付結果通知」に記載される明細情報は、地方税eLTAX仕様により最大で12件までしか表示さ

れません。全明細を確認する場合は、プロセス「5.納付情報(納付済)の確認」で明細情報を印刷

してください。 

 

(9) 電子納税完了報告書の印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①上長等への報告が必要な場合は、「電子納税完了報告書」を印刷できます。 

②「報告先」と「担当者」を入力し、[印刷]ボタンをクリックします。 
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ご利用の給与計算システム等（CSV 読込機能を利用する場合） 

ｅ－ＴＡＸ電子納税 

２．退職所得に係る個人住民税(特別徴収) 

  退職所得に係る個人住民税を電子納税するには、退職所得に係る納入申告書の電子申告が必要です。 

  そのため、退職所得に係る納入申告書の電子申告、及び、納入申告書の電子申告に基づく電子納税

を１つのプロセスとして、以下の手順で行います。 

 

＜退職所得に係る個人住民税の電子申告・電子納税の流れ＞ 

 

 

(1) CSVデータの作成（給与計算システムで出力したデータ等を基に作成） 

 

 

 

 

(1) 納入申告書・特別徴収票データの作成（※） 

 

(2) 代表者の電子署名 

 

(3) 電子申告データ送信(送信結果の確認) 

 

(4) 受付通知の確認 

 

(5) 納付データの送信(納付情報の確認) 

 

(6) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

 

(7) 納付情報(納付済)の確認 

 

(8) 納付結果通知(納付完了)の確認 

 

(9) 完了報告書の印刷 

 

 

※納入申告書・特別徴収票データは、以下のいずれかの方法で作成できます。  

行 作成方法 概要 

1 金額等を直接入力 １団体ごとに納付金額等を直接入力して納付データを作成します。 

 

2 CSV読込 所定のレイアウトで作成されたファイルを読み込んで納付データ

作成します。 

「611 ファイル読込レイアウトの確認」でCSV作成基準書をご確認

ください。 

 

  



 － 第６章 地方税の電子納税 － 

- 104 - 

(1) CSV データの作成（CSV 読込機能を利用する場合） 

  ご利用の給与計算システムで出力した退職所得に係る個人住民税データ等を基に、指定のレイアウ

トで CSV データを作成してください。 

  CSV 読込レイアウトは、下記の「611 ファイル読込レイアウトの確認」の「31.読込レイアウトの確

認」で確認できます。また、「32.読込テンプレートファイル(CSV)の切り出し」で、テンプレートフ

ァイル(CSV)の切り出しもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 電子申告・電子納税するデータの指定 

①メニューの選択 

「613 退職所得に係る個人住民税(特別徴収)」を選択します。 

 

②電子申告・電子納税プロセス画面 

メニュー選択後、次の画面が表示されます。 
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  1)「データの指定」欄 

a.「新規データ」 

新たにデータを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選択した場

合は、プロセス１から順番に処理を進めます。 

b.「前回データ」 

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。 

    前回までに行ったプロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。 

    ※過去に作成した税データを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。 

  

2)「納入対象年月」「納期限」「申告先団体数」「税額合計」「納付額合計」欄 

   「１．納入申告書データの作成」で入力した申告書情報等を基に表示されます。 

 

  3)「納付方法」欄 

   納付方法が表示されます。 

   初めてメニューを利用する際は、納入申告書データの作成時に、納付方法を選択します。 

また、２回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。 

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  4)電子納税は、矢印の順に処理します。 

   ［１．納入申告書データの作成］ボタンをクリックします。 
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(3) 納入申告書データの入力 

①「納入対象年月等の指定」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)納入対象年月、提出年月日、納入対象年月日を入力します。 

2)［ＯＫ］ボタンをクリックします。 

 

②下記の納入申告書データの入力画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)手続情報・特別徴収義務者情報 

「特別徴収義務者の連絡先」を入力します。 

※入力した内容は、各申告先の納入申告書データにセットされます。 

   ※「613 退職所得に係る個人住民税(特別徴収)」で電子申告・電子納税するのが２回目以降の場

合は、前回データの「特別徴収義務者の連絡先」が初期値として表示されます。 
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2)納入申告書・特別徴収票 

納入申告書・特別徴収票データは以下のいずれかの方法で作成できます。  

行 作成方法 作成手順 

1 
金額等を直接入力 

（下記③の手順） 

[F5 申告先追加]ボタンで、１団体ごとに申告書データを直接入力して

納付データを作成します。 

2 

CSV読込 

（下記④の手順） 

画面上部の[納入申告書CSV読込]ボタン、[特別徴収票CSV読込]ボタン

で、CSV形式で作成したファイルを読み込みます。 

「611 ファイル読込レイアウトの確認」で、CSVレイアウトの確認及び

テンプレートファイルの切り出しを行えます。 

 

 

③以下に金額等を直接入力して納入申告書・特別徴収票データを作成する手順を説明します。 

  1)[F5 申告先追加]ボタンをクリックし、申告先の選択画面で申告先を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2)「２．納入申告書・特別徴収票」の一覧に申告先が表示されますので、一覧をダブルクリックで

選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダブルクリック 
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  3)納入申告書データの入力画面が表示されますので、「申告書データ入力」タブで申告書データを

入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（解説）提出が必要な申告書類について 

１．退職所得に係る納入申告書 

納入申告書の提出は必須です。 

  退職所得控除等により税額が発生しない場合は、税額を０円で作成の上、退職所得者の

源泉徴収票・特別徴収票と併せて提出してください。 

２．退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票 

源泉徴収票・特別徴収票は、これまで法人の役員分に限り提出することとされていまし

たが、令和８年１月１日以後に支払う退職手当等からは、すべての支払を受ける者分の提

出が必要です。 

３．上記以外の書類 

地方公共団体によっては、個人別の｢納入内訳書｣の提出を求めている場合があります。 

その場合、地方公共団体が HP 等で案内している様式で｢納入内訳書｣を作成の上、｢添付

書類(Excel 等)の指定｣タブでファイル添付するか、｢別途送付書類名の入力｣タブで書類名

を入力して別途送付(郵送等)してください。 

（注）納入内訳書の提出要否については、申告先の地方公共団体にご確認ください。 
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   a.「第５号の８様式 退職所得に係る納入申告書」を選択し、[ＯＫ]ボタンをクリックすると、

下記の入力画面が表示されますので、入力項目(緑色の欄)を入力の上、[F4 入力終了]で終了し

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   b.｢退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票｣は、以下の手順で作成します。 

ⅰ) 「第５号の１４様式 退職所得者の源泉徴収票・特別徴収票」を選択し、[ＯＫ]ボタンを

クリックすると、下記の支払を受ける者の一覧画面が表示されますので、[F5 追加]ボタン

をクリックします。 
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ⅱ) 下記の入力画面が表示されますので、入力項目(緑色の欄)のうち、必要な項目を入力の上、

[F4 入力終了]で終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）「番号」欄について 

確定拠出年金の老齢一時金等に該当する場合、その種類に応じて 1～7 の番号を入力します。 

なお、一般的退職手当等とは、下記 1～4 に該当しないものをいいます。 

 

＜一般的退職手当等の受給のみある場合＞ 

 空欄とします。 

 

＜一般的退職手当等の受給がない場合＞ 

次のうち、該当する番号を入力します。 

・「1」：確定給付企業年金(DB)の一時金など(「2」に該当するものを除く)(所法 31)  

・「2」：確定拠出年金(企業型 DC、iDeCo)の老齢給付金として支給される一時金(所令 72③七)  

・「3」：特定譲渡制限付株式、又は承継譲渡制限付株式の譲渡制限解除により受けた経済的利

益(所令 84①)  

・「4」：ストックオプションの権利行使により取得した株式の経済的利益(所令 84②③)  

 

＜上記「3」「4」と一般的退職手当等の受給がある場合＞ 

 次のうち、該当する番号を入力します。 

また、「摘要」欄に上記「3」「4」に該当するそれぞれの経済的利益の価額を入力します。 

・「5」：上記「3」に該当する経済的利益と一般的退職手当等 

・「6」：上記「4」に該当する経済的利益と一般的退職手当等 

・「7」：上記「3」及び「4」に該当する経済的利益と一般的退職手当等 
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  4)電子申告データに添付書類をファイル添付する場合は、「添付書類(Excel 等)の指定」タブで指

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）地方税ｅＬＴＡＸ仕様では、１つの電子申告データ (１つの市区町村へ提出する際の電子

申告データ)につき、添付できるファイルは８ＭＢまでに制限されています。指定するファイ

ルサイズにご注意ください。 

 

  5)添付書類を郵送等で別途送付する場合は、「別途送付書類名の入力」タブで指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別途送付する書類は、「送付書」と併せて提出先市区町村へ提出(郵送等)してください。 

   「送付書」は、電子申告データ送信後、「受付通知の確認」プロセスの「送付書の印刷」から

印刷してください。 
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  6)申告書データ、添付書類等の入力が終了したら、[F4 申告先選択]で下記画面に戻ります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    必須帳表である納入申告書を入力済みになると、申告先一覧の「データ入力」欄に「有」と表

示されます。 

 

 7)すべての申告先のデータを入力後、画面上部の[申告書一括印刷]ボタン及び[申告先確認表印刷]

ボタンで、申告書や確認表を印刷して入力内容を確認します。 

 

8)入力内容の確認後、［F3 次処理へ］ボタンをクリックし、次プロセスの「代表者（納税者）の電

子署名」に進みます。すぐに送信しない場合は、［F4 入力終了］ボタンをクリックします。 
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④以下に CSV 読込で納入申告書・特別徴収票データを作成する手順を説明します。 

  1)CSV読込する帳表ごとに、画面上部の[納入申告書CSV読込]又は[特別徴収票CSV読込]ボタンをク

リックします。 

   ファイル選択画面が表示されますので、CSV形式で作成したファイルを選択します。 

   ※以降について、納入申告書のCSV読込と特別徴収票のCSV読込の手順は同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（解説） 

１．帳表ごとにCSV読込できます。 

例えば、納入申告書はCSV読込し、特別徴収票は画面に直接入力するといった運用も可能

です。 

２．作成済みのデータがある場合、CSV読込後、読み込んだ帳表の作成済みデータはすべて削

除（洗い替え）されます。以下のとおり、帳表単位で洗い替えます。 

(1) 納入申告書を読み込んだ場合、作成済みの納入申告書データはすべて削除（洗い替え）

されます。 

(2) 特別徴収票を読み込んだ場合、作成済みの特別徴収票データはすべて削除（洗い替え）

されます。 
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2)指定したCSVデータの内容が表示されますので、確認の上、[F4 読込開始]をクリックします。 

   （注）CSV読込前に作成済みのデータがある場合、読み込んだ帳表の作成済みデータはすべて削除

（洗い替え）されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）読込前チェック 

以下に該当するデータは読込対象外となります。該当する場合は、「読込前チェック」欄に赤

文字でエラー内容が表示されます。 

＜納入申告書＞ 

・必須項目が未入力の場合 

・市区町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存在しない場合 

・電子申告可能な桁数を超過している場合 

・数字項目に数字以外の文字がある場合（表計算ソフトで表示して指数になった等） 

・eLTAXで利用できない文字が入力されている場合 

・個人番号のチェックディジットエラー 

・同一の市区町村のデータが複数ある場合 

＜特別徴収票＞ 

・必須項目が未入力の場合 

・市区町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存在しない場合 

・電子申告可能な桁数を超過している場合 

・数字項目に数字以外の文字がある場合（表計算ソフトで表示して指数になった等） 

・eLTAXで利用できない文字が入力されている場合 

・個人番号、法人番号のチェックディジットエラーの場合 

・退職所得控除額に１万円未満の桁が入力されている場合（１万円未満の桁はゼロとする必要

があります。例：12340000） 

・退職手当等の未払金額が支払金額を超えている場合 

・退就職年月日が退職年月日を超えている場合 

    

a.エラーデータがある場合（読込前チェックでエラー）は、下記のメッセージが表示されます。 
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   b.続けて表示される画面で、入力エラー確認表を[印刷]又は[ファイル切出]し、エラー内容を確

認してください。 

     

 

   c.読込ファイルを修正のうえ、再度読み込んでください。 

 

3)読み込んだデータが納入申告書データの作成画面に表示されます。 

  ※納入申告書、特別徴収票をそれぞれCSV読込する場合は、上記1)～2)を帳表ごとに行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4)申告先の一覧で申告先をダブルクリックすることにより CSV 読込したデータの内容を帳表イメー

ジで画面確認できます。 

   また、ファイル添付又は別途送付する書類がある場合は、「添付書類(Excel 等)の指定」タブ、

「別途送付書類名の入力」タブで指定します。 

   

  5)すべての申告先のデータを入力後、「納入申告書データの作成」画面上部の[申告書一括印刷]ボ

タン及び[申告先確認表印刷]ボタンで、申告書や確認表を印刷して入力内容を確認します。 

 

6)入力内容の確認後、［F3 次処理へ］ボタンをクリックし、次プロセスの「代表者（納税者）の電

子署名」に進みます。すぐに送信しない場合は、［F4 入力終了］ボタンをクリックします。 
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(4) 代表者（納税者）の電子署名 

①「代表者の電子署名」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)[電子署名（電子証明書の添付）]ボタンをクリックして、代表者の電子署名を行います。 

 

(5) 電子申告データ送信(送信結果の確認) 

①「電子申告データ送信」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)独自の暗証番号を入力して、[電子申告データの送信と送信結果の確認]ボタンをクリックします。

電子申告データが地方税ポータルシステムへ送信されると、続いて送信結果の受信が行われます。 

 

＜ 申告先の追加画面が表示された場合 ＞ 

    地方税の電子申告を行うには、電子申告する提出先として地方税ポータルシステムに申告先を

登録する必要があります。 

    作成した申告データの申告先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示さ

れますので、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックしてください。 



 － 第６章 地方税の電子納税 － 

- 117 - 

    登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②送信結果の受信が完了すると、送信結果の確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)「送信結果」は、地方税ポータルシステムが受信するに足る一定のデータ形式等を具備しているか

どうかの確認結果が通知されるものです。詳細な内容確認の結果は、「受付通知」としてメッセー

ジボックスに格納されます。 

2)送信結果が「正常」の場合は、[F3 次処理へ] を選択し、次プロセスへ進みます。 
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(6) 受付通知の確認 

①「受付通知の確認」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)「受付通知」では、「送信結果」とは別に、必須項目のチェック、電子証明書の期限切れのチェ

ックなど、データ内容のシステム的なチェック結果が通知されます。 

2)受付通知が「正常」の場合は、[F3 次処理へ] を選択し、次プロセスへ進みます。 

 なお、納付税額が無い（納付額合計が０円）の場合は、「9.完了報告書の印刷」に進みます。 

3)「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、必ず再送信します。 

  4)別途送付（郵送等）を行う書類がある場合は、［送付書の印刷］ボタンをクリックし、ブラウザ

で印刷します。印刷後、書類の名称等を記入し、別途送付する書類に添付して提出します。 

 

(7) 納付データの送信(納付情報の確認) 

①「納付データの送信」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)電子申告内容に基づき作成された納付データが表示されます。 

なお、納付税額が無い申告先の納付データは作成されません。 

  2)納付データの内容を確認し、問題なければ[納付データの送信と納付情報の確認]ボタンをクリッ

クします。地方税ポータルシステムへの送信後、続いて納付情報の受信が行われます。 
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  ■延滞金等を入力する場合 

   利用者名カナ、利用者名、住所の修正する場合や、延滞金を追加入力する場合は、[延滞金等の入

力]ボタンクリック後に表示される下記画面で入力します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

利用者名カナ、利用者名、住所、 

備考、督促手数料、延滞金のみ 

入力可能です。 

 

 

②納付情報の受信が完了すると、納付情報の確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 

納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。 

 ②エラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ] を選択し、次プロセスへ進みます。 

 

(8) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

以降のプロセスは、給与所得等の個人住民税(特別徴収)と同じため、「１．(6) インターネットバ

ンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付」以降をご参照ください。  

ダブルクリック 
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Ⅱ 法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子納税 

 

 法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子納税は、大きく以下の３つの手続きに分かれま

す。 

行 電子納税の手続き 概要 

1 申告に基づく納付 申告（予定申告・中間申告・確定申告・修正申告）に基づく納付で

は、ASP1000R／eConsoliTax(ｅ－ＴＡＸ連結納税)／ｅ－ＴＡＸグ

ループ通算で電子申告した申告受付情報を、地方税ポータルシス

テムから取得して納付データを作成します。 

2 見込納付・みなし納付 見込込納付・みなし納付では、ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡ

Ｘグループ通算から出力した納付書データ(CSV)を読み込んで、納

付データを作成します。 

3 更正・決定に基づく納付 更正・決定に係る納付では、地方公共団体から通知された内容に基

づき、税額等の情報を直接入力して納付データを作成します。 

 

納税の内容に応じて、下記のとおり、利用する手続き（処理するメニュー）が異なりますので、ご確

認ください。 

納税の内容 利用する手続き 

予定・中間 

仮決算による中間申告に基づき納税する場合 「１．申告に基づく納付」 

予定申告に基づき納税する場合 「１．申告に基づく納付」 

みなし申告により納税する場合（みなし納付） 「２．見込納付・みなし納付」 

確定 
見込納付する場合 

見込納付 「２．見込納付・みなし納付」 

確定申告後の差額分の納付 「１．申告に基づく納付」 

見込納付せずに確定申告に基づき納税する場合 「１．申告に基づく納付」 

その他 
修正申告に基づき納税する場合 「１．申告に基づく納付」 

更正・決定通知に基づき納税する場合 「３．更正・決定に基づく納付」 

 

 また、「申告に基づく納付」については、次の制限事項がありますので、あらかじめご確認ください。 

（注意）申告に基づく電子納税における制限事項 

１．申告書を書面提出した場合は、地方税eLTAX仕様の制限により電子納税できません。 

２．同一の税目、事業年度、申告区分において、電子申告した件数が2,000件を超える場合、地方税

eLTAX仕様の制限により、申告受付情報を取得できず電子納税できません。 

 （例）申告先が1,100団体あり、期限内の訂正等で全団体へ再申告している場合、申告受付結果の合

計が2,200件となり、電子納税できません。 

３．地方税eLTAX仕様の制限により、見込納付額を差引後の申告税額を申告受付情報から取得できませ

ん。そのため、確定申告に基づく納付で、見込納付額との差額を電子納税する場合、当システムで

見込納付した実績データから差額を計算する機能を搭載しています。当システムで見込納付を電子

納税していない場合は、見込納付額との差額を直接入力する必要があります。 

４．ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算で計算した延滞金はデータ連携できません。延

滞金がある場合は、当システムで直接入力する必要があります。 
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ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算 

ｅ－ＴＡＸ電子納税 

１．申告に基づく納付 

申告（予定申告・中間申告・確定申告・修正申告）に基づく納付では、ASP1000R／eConsoliTax   

(ｅ－ＴＡＸ連結納税)／ｅ－ＴＡＸグループ通算で電子申告した申告受付情報を、地方税ポータルシ

ステムから取得して納付データを作成します。 

作成した納付データを地方税ポータルシステムに送信し、地方税ポータルシステムにて発行された

納付情報を利用してインターネットバンキング又はダイレクト納付で電子納税します。 

 

＜申告に基づく納付の流れ＞ 

 

 

(1) 地方税の申告税額の計算 

 

(2) 地方税申告書の電子申告 

 

 

 

 

(1) 納付データの作成（eLTAXから申告受付税額を取得） 

 

(2) 地方税ポータルシステムへの送信 

 

(3) 納付情報の確認 

 

(4) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

 

(5) 納付情報(納付済)の確認 

 

(6) 納付結果通知(完了通知)の確認 

 

(7) 完了報告書の印刷 

 

 

 

（注意）申告に基づく電子納税における制限事項 

１．申告書を書面提出した場合は、地方税eLTAX仕様の制限により電子納税できません。 

２．同一の税目、事業年度、申告区分において、電子申告した件数が2,000件を超える場合、地方税

eLTAX仕様の制限により、申告受付情報を取得できず電子納税できません。 

 （例）申告先が1,100団体あり、期限内の訂正等で全団体へ再申告している場合、申告受付結果

の合計が2,200件となり、電子納税できません。 

３．地方税eLTAX仕様の制限により、見込納付額を差引後の申告税額を申告受付情報から取得でき

ません。そのため、確定申告に基づく納付で、見込納付額との差額を電子納税する場合、当シス

テムで見込納付した実績データから差額を計算する機能を搭載しています。当システムで見込納

付を電子納税していない場合は、見込納付額との差額を直接入力する必要があります。 

４．ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算で計算した延滞金はデータ連携できません。

延滞金がある場合は、当システムで直接入力する必要があります。 
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(1) ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算で地方税申告書を電子申告 

  法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税を申告に基づき電子納税する場合、申告書を電子申

告する必要があります（申告書を書面提出した場合、電子納税できない仕様とされています）。 

  そのため、ご利用のＴＫＣ電子申告システム（ASP1000R／eConsoliTax(ｅ－ＴＡＸ連結納税) ／ｅ

－ＴＡＸグループ通算）で、法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子申告を完了させて

ください。   

 

(2) 電子納税するデータの指定 

  法人都道府県民税・事業税等、法人市町村民税の電子申告を完了後、ｅ－ＴＡＸ電子納税を起動し

ます。 

①メニューの選択 

フルメニューで電子納税する税目のメニューを選択します。 

・「631 法人都道府県民税・事業税等」 

・「632 法人市町村民税」 

 

②電子納税プロセス 

メニュー選択後、次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)「データの指定」欄 

a.「新規データ」 

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選

択した場合は、プロセス１から順番に処理を進めます。 

b.「前回データ」 

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。 

    前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。 

   ※過去に作成した電子納税データを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。 

 

  2)「事業年度」「申告区分」「納期限」「納付先団体数」「納付額合計」欄 

   「１．納付データの作成」で入力された内容を基に表示されます。 

 

  3)「納付方法」欄 

   納付方法（インターネットバンキング又はダイレクト納付）が表示されます。 

   初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、
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２回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。 

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  4)電子納税は、矢印の順に処理します。 

   ［１．納付データの作成］ボタンをクリックします。 

 

③事業年度等の指定 

  新規にデータを作成する場合、［１．納付データの作成］ボタンをクリック後に、次の画面が表示

されます。対象の「事業年度」「申告区分（納付区分）」を入力します。 
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(3) 納付データの作成（地方税ポータルシステムから申告受付税額を取得） 

事業年度等の指定後、次の画面が表示されます。 

①「利用者名カナ」「利用者名」「住所」の確認・入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)「利用者名カナ」「利用者名」「住所」欄 

  a.利用者名カナ、利用者名、住所は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に登録される情報です。 

   そのため、次のとおり、入力可能な文字数及び使用可能な文字に制限があります。  

行 項目 入力可能文字数 使用可能な文字 

１ 利用者名

カナ 

全角24文字 

(※) 

０１２３４５６７８９０ 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ 

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ

ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン 

ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヴ 

゛゜「」￥，．（）－／全角スペース 

(注)ａｂｃなどの英字小文字や、ャュョなどのカナ文字小

文字は、使用できません。 

２ 利用者名 全角12文字 文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区～

08区（各種記号、英数字、かな）、16区～47区（JIS第一水

準漢字）、48区～84区（JIS第二水準漢字）を使用できます。 

(注)例として、「髙(はしごだか)」や、ローマ数字(Ⅰ～Ⅹ)、 

丸囲み文字(①～⑳)等は使用できません。 
３ 住所 全角80文字 

  ※利用者名カナについて、濁音、半濁音のある文字は２文字分として扱われます。 

   (例)「カブシキガイシヤ」(８文字)は１０文字として扱われます。 

 

   b.初めて地方税の電子納税を利用する場合は、「111 会社情報の登録」で登録している法人名(納

税者名)・住所を初期表示します。なお、「利用者名カナ」で使用できない文字がある場合は、

次のとおり自動変換したうえで初期表示します。   

変換対象の文字 変換後の文字 

ァィゥェォッャュョヮ アイウエオツヤユヨワ 

ａ～ｚ Ａ～Ｚ 

ー―‐～ － 
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2)「納期限」欄 

  「納期限」は、システム上で参考表示するための情報であり、eLTAXへ送信するデータには含まれ

ません。そのため、入力しなくても電子納税の手続きは行えます。 

 

②明細データの作成 

  地方税ポータルシステム(eLTAX)から申告受付税額を取得し、明細データを作成します。 

 

  1)[F5 明細追加]ボタンをクリックします。 

   地方税ポータルシステム(eLTAX)へのログイン画面が表示されますので、暗証番号を入力してロ

グインします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2)税目、事業年度、申告区分に該当する申告受付データの一覧を表示されますので、電子納税する

データを選択（複数選択可）し、[F4 選択終了]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）「納付税額」欄について 

 電子納税が未了の場合は、「納付税額」欄は「0」と表示されます。 

 電子納税が完了している場合は、電子納税した金額が表示されます。 

（注意） 

１．同一の税目、事業年度、申告区分で、訂正等のために複数回電子申告データを送信してい

る場合は、複数回分のデータが表示されますので、データの選択誤りにご注意ください。 

２．申告に基づく電子納税では、同一の税目、事業年度、申告区分の申告受付結果が2,000件

を超える場合、eLTAX仕様の制限により申告受付情報を取得できず、電子納税できません。 

  例えば、申告先が1,100団体あり、期限内の訂正で全団体へ再申告している場合、申告受

付結果が合計2,200件となり、電子納税できません。 
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  3)選択したデータの詳細情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a.法人住民税（法人都道府県民税、又は法人市町村民税）で、還付額が混在する場合（例：法人

税割が還付、均等割が納付）は、納付額の作成方法（別建又は相殺）を指定します。 

   b.内容を確認し、[F4 納付ﾃﾞｰﾀ作成]ボタンをクリックします。（「納付額」欄の金額で納付デー

タが作成されます。） 

    なお、当画面では、金額を直接修正できません。延滞金の追加入力や金額の修正をする必要が

ある場合は、納付データ作成後、下記③の明細情報の確認画面で追加・修正します。 

 

（解説）法人住民税の納付額の作成区分（別建／相殺の指定）について 

 法人都道府県民税又は法人市町村民税において、還付額が混在する場合（例：法人税割が還付、

均等割が納付）は、納付額の作成方法（別建又は相殺）を指定できます。 

 画面上部の「納付額の作成区分」欄で指定してください。 

 

＜計算例＞ 

  例１ 

 申告額 
 納付額 

 別建の場合 相殺の場合 

法人税割額 -20,000  0 0 

均等割額 30,000  30,000 10,000 

 

  例２ 

 申告額 
 納付額 

 別建の場合 相殺の場合 

法人税割額 20,000  20,000 0 

均等割額 -30,000  0 0 

 

（注）上記は法人住民税（法人都道府県民税又は法人市町村民税）のみであり、法人事業税につい

ては、別建／相殺の指定はありません。法人事業税に還付の割額がある場合は、法人事業税

の他の割額と相殺されます。 
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（解説）確定申告に基づく納付における見込納付額の控除について 

確定申告に基づく納付では、見込納付額を差引後の申告税額を申告受付情報から取得できませ

ん。そのため、ｅ－ＴＡＸ電子納税で見込納付した実績データがある場合は、その見込納付額との

差額を計算します。なお、確定申告以外の申告区分の場合、「見込納付額」欄は表示されません。 

 
①申告額  ：eLTAXの申告受付情報 

②見込納付額：ｅ－ＴＡＸ電子納税の実績データ(確定申告の場合に表示) 

③納付額  ：①－②（納付データを作成する金額）（※） 

※法人都道府県民税・法人市町村民税において、法人税割は見込納付額の方が多く、均等割は

見込納付額の方が少ない、というように、一方の見込納付額が多い場合、未控除分の見込納

付額を、もう一方の割額から控除します。（下記計算例の例２参照） 

 

＜計算例＞ 

例１：法人税割、均等割ともに、見込納付額が少ない場合 

 申告額 見込納付額  見込納付額

控除後の額 

 納付額 

 別建の場合 相殺の場合 

法人税割額 40,000 38,000  2,000  2,000 2,000 

均等割額 50,000 45,000  5,000  5,000 5,000 

 

例２：法人税割は見込納付額の方が多く、均等割は見込納付額の方が少ない場合 

 申告額 見込納付額  見込納付額

控除後の額 

 納付額 

 別建の場合 相殺の場合 

法人税割額 40,000 42,000  0  0 0 

均等割額 50,000 40,000  8,000  8,000 8,000 

  ※法人税割の未控除分の見込納付額（2,000）は、均等割から控除します。 

   均等割 = 50,000 - 40,000 - 2,000 = 8,000 

   （均等割は見込納付額の方が多く、法人税割は見込納付額の方が少ない場合、均等割の未控

除分の見込納付額を法人税割から控除します。） 

① ② ③ 
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＜Ｑ＆Ａ：見込納付額が表示されません＞ 

  確定申告額と見込納付額の差額を自動計算するには、ｅ－ＴＡＸ電子納税で「見込納付」の電

子納税をしている必要があります。 

ｅ－ＴＡＸ電子納税で「見込納付」を電子納税したにもかかわらず、見込納付額が表示されな

い場合は、「5.納付情報(納付済)の確認」プロセスまで完了していない可能性があります。フル

メニューの「電子納税の履歴」から「見込納付」の電子納税データを選択し、「5.納付情報(納

付済)の確認」プロセスまで完了させてください。 

＜注意＞ 

ｅ－ＴＡＸ電子納税を利用して、同一の納付先団体に対し、同じ事業年度の見込納付を複数回

している場合、合算した見込納付額を控除します。 

 

4)地方税ポータルシステム(eLTAX)から取得・作成したデータが納付データの作成画面に表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③明細情報の確認 

納付データの作成画面で明細の一覧をダブルクリックすると、納付先ごとの明細情報確認できます。 

必要に応じ、延滞金の追加入力、金額の修正等を行います。 

 各項目を入力後、[F4 入力終了]ボタンをクリックします。 
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④確認用帳表の印刷・ファイル切り出し 

すべての納付先の明細情報を作成後、画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切

り出しを行い、納付内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容の確認後、［F3 次処理へ］ボタンをクリックし、地方税ポータルシステムへの送信処理

に進みます。すぐに送信しない場合は、［F4 入力終了］ボタンをクリックします。 

 

（解説）納付・納入金額の確認表の出力項目 

  「納付・納入金額の確認表」の印刷では、納付先ごとに、本税等の合計額を確認できます。 

 本税等の内訳を確認する場合は、[ﾌｧｲﾙ切出]機能をご利用ください。 

 

(4) 地方税ポータルシステムへの送信 

①納付データの作成画面で［F3 次処理へ］ボタンをクリック、もしくは電子納税プロセス画面で、

［２．納付データの送信］ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「独自の暗証番号」を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックします。納付データが地方税

ポータルシステムへ送信されると、続いて地方税ポータルシステムにて発行された納付情報の受信

が行われます。 

 

＜ 申告先(納付先)の追加画面が表示された場合 ＞ 

    地方税の電子納税を行うには、電子申告・納税する提出先として地方税ポータルシステムに納

付先を登録する必要があります。 

    作成した納付データの納付先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示さ

れます。「区分」欄が「追加」となっている申告先(納付先)について、「行修正」ボタンで「事

業所等の課税所在地」を入力の上、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックし
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てください。なお、「区分」欄が「登録済」の申告先(納付先)については、「事業所等の課税所

在地」欄が空欄であっても問題ありません。 

    登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 納付情報の確認 

納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 

納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ] を選択し、次プロセスへ進み

ます。 

②「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、再送信します。 
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(6) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

以降の処理は、税目や手続きによる差異はないため、「Ⅰ 個人住民税(特別徴収)の電子納税」の

「６．インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付」以降をご参照くだ

さい。 
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ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算 

ｅ－ＴＡＸ電子納税 

２．見込納付・みなし納付 

見込納付・みなし納付では、ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算から出力した納付書

データ(CSV)を読み込んで、納付データを作成します。 

作成した納付データを地方税ポータルシステムに送信し、地方税ポータルシステムにて発行された

納付情報を利用してインターネットバンキング又はダイレクト納付で電子納税します。 

 

＜見込納付・みなし納付流れ＞ 

 

 

(1) 地方税の納税額の計算 

 

(2) 地方税の納付書データの切り出し 

 

 

 

 

(1) 納付データの作成（納付書データの読み込み） 

 

(2) 地方税ポータルシステムへの送信 

 

(3) 納付情報の確認 

 

(4) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

 

(5) 納付情報(納付済)の確認 

 

(6) 納付結果通知(完了通知)の確認 

 

(7) 完了報告書の印刷 
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(1) ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算で納付書データの切り出し 

①税目ごとに、メニューを選択し、納付書データを切り出します。 

1)ASP1000Rをご利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a.見込納付の場合（処理区分：月次試算・四半期試算又は確定申告） 

「733.都道府県税の納付書の作成」「734.市町村民税の納付書の作成」 

   b.みなし納付の場合（処理区分：予定申告） 

「733.都道府県税の納付書の作成」「734.市町村民税の納付書の作成」 

 

2)eConsoliTaxをご利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   a.見込納付の場合（処理区分：四半期試算・期末試算又は確定申告） 

「802.都道府県税の納付書の作成」「803.市町村民税の納付書の作成」 

   b.みなし納付の場合（処理区分：予定申告） 

「502.都道府県税の納付書の作成」「503.市町村民税の納付書の作成」 
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3)ｅ－ＴＡＸグループ通算をご利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  1)見込納付の場合（処理区分：四半期試算・期末試算又は確定申告） 

「1002.都道府県税の納付書の作成」「1003.市町村民税の納付書の作成」 

  2)みなし納付の場合（処理区分：予定申告） 

「601.都道府県税の納付書の作成」「602.市町村民税の納付書の作成」 
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②メニュー選択後の申告区分等の入力画面で、見込納付の場合は「その他(見込)」を、みなし納付の

場合は、「予定」を選択します。 

  ※以降、ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算ともに画面イメージは同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③納付書の作成画面で納付内容を確認し、[ﾌｧｲﾙ切り出し]ボタンで納付書データ(CSV)を切り出しま

す。切り出し形式は「ＣＳＶ形式」を選択します。 

 

（解説）以下の項目は連携対象外です（電子納税では使用しない項目です）。 

 「口座番号」「処理事項」「加入者」「管理番号」「課税事務所フリガナ」「課税事務所」

「指定金融機関名(取りまとめ店)」「取りまとめ局」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※法人都道府県民税・事業税、法人市町村民税の各メニューで納付書データを切り出します。 
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（注意）政令指定都市は行政区のコードではなく市のコードで切り出してください。 

 一部の政令指定都市（横浜市や名古屋市）では、納付書の記載方法として、行政区のコー

ドを記載するよう案内している場合があります。 

 しかし、地方税の電子納税では、行政区のコードではなく、市町村コード(市のコード)で

納付データを作成する仕様とされています。 

 

（注意）納付額にマイナスの金額がある場合、ｅ－ＴＡＸ電子納税に読み込めません。 

 地方税eLTAX仕様では、各割額の金額に、マイナス金額があると電子納税できない仕様とさ

れています。 

 事業税・特別法人事業税について、申告計算結果の各割額のいずれかに還付(マイナス)が

ある場合、「各割額の税額表示区分」を「別建表示」にすると、当該割額がマイナス金額の

まま納付書データが作成されます。そのため、この場合は、「相殺表示」を選択して、他の

割額と相殺するか、金額を直接修正して納付書データを作成してください。なお、事業税・

特別法人事業税については、「別建表示」「相殺表示」のどちらを選択しても納付額の合計

は変わりません。 

  

 

 

 

 

 

納付額にマイナス金額がある

と電子納税できません。 

事業税に還付となる割額があ

る場合、「相殺表示」を選択す

るか、マイナスとならないよう

金額を直接修正してください。 
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(2) 電子納税するデータの指定 

  ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算で納付書データ(CSV)の切り出し完了後、   

ｅ－ＴＡＸ電子納税を起動します。 

①メニューの選択 

フルメニューで電子納税する税目のメニューを選択します。 

・「641 法人都道府県民税・事業税等の見込納付・みなし納付」 

・「642 法人市町村民税の見込納付・みなし納付」 

 

②電子納税プロセス画面 

メニュー選択後、次の画面が表示されます。 

※以下、「641 法人都道府県民税・事業税等の見込納付・みなし納付」を例に説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)「データの指定」欄 

a.「新規データ」 

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選

択した場合は、プロセス１から順番に処理を進めます。 

b.「前回データ」 

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。 

    前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。 

 

   ※過去に作成した電子納税データを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。 

  2)「事業年度」「申告区分」「納期限」「納付先団体数」「納付額合計」欄 

   「１．納付データの作成」で入力された内容を基に表示されます。 

 

  3)「納付方法」欄 

   納付方法が表示されます。 

   初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、

２回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。 

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。 

 

  4)電子納税は、矢印の順に処理します。 

   ［１．納付データの作成］ボタンをクリックします。 
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③事業年度等の指定 

  新規にデータを作成する場合、［１．納付データの作成］ボタンをクリック後に、次の画面が表示

されます。対象の「事業年度」「事業区分」「申告区分（納付区分）」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）事業区分 

地方税eLTAX仕様では、地方税法第72条の2第1項の各号（第１号～第４号）に掲げる事業区

分に応じて、納付データに設定する手続き情報が区別されています。そのため、該当する事業

区分を選択してください。 

なお、令和4年3月31日以前開始事業年度の場合、第４号事業（特定ガス供給業）は、第１号・

第２号事業とみなします。 

 

（解説）「みなし納付」「見込納付」※地方税eLTAXホームページのＱ＆Ａより 

Ｑ：「みなし納付」とはなんですか。 

Ａ：事業年度が６か月を超える法人は、事業年度の期首から６か月を経過した後、２か月以内 

に中間申告と納付を行う必要があります。中間申告には「みなし申告制度」があるため、期

限内に申告しなかった場合には、中間申告があったものとみなされます。 

  申告の手続きは「みなし申告制度」において省略することが可能ですが、納付の手続きに

ついては、申告したとみなされた内容で行う必要があります。この納付を「みなし納付」と

いいます。 

Ｑ：「見込納付」とはなんですか。 

Ａ：上場会社では決算を１カ月程度で締めますが、その後に監査法人の法定監査を受けて、決

算の約３カ月後に開かれる株主総会にて決算報告をしなければ、申告の手続きができませ

ん。そのため、申告期限を延長する手続きが可能となっています。 

  しかし、申告期限の延長が認められた場合であっても、納付期限は延長されないため、当

初の納付期限から延滞金が加算されてしまいます。延滞金が加算されないよう、当初の納

付期限までに概算の金額を納付してしまうことを「見込納付」といいます。 
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(3) 納付データの作成（納付書データの読込） 

事業年度等の指定後、次の画面が表示されます。 

①「利用者名カナ」「利用者名」「住所」の確認・入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)「利用者名カナ」「利用者名」「住所」欄 

  a.利用者名カナ、利用者名、住所は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に登録される情報です。 

   そのため、次のとおり、入力可能な文字数及び使用可能な文字に制限があります。  

行 項目 入力可能文字数 使用可能な文字 

１ 利用者名

カナ 

全角24文字 

(※) 

０１２３４５６７８９０ 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ 

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ

ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン 

ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヴ 

゛゜「」￥，．（）－／全角スペース 

(注)ａｂｃなどの英字小文字や、ャュョなどのカナ文字小

文字は、使用できません。 

２ 利用者名 全角12文字 文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区～

08区（各種記号、英数字、かな）、16区～47区（JIS第一水

準漢字）、48区～84区（JIS第二水準漢字）を使用できます。 

(注)例として、「髙(はしごだか)」や、ローマ数字(Ⅰ～Ⅹ)、 

丸囲み文字(①～⑳)等は使用できません。 
３ 住所 全角80文字 

  ※利用者名カナについて、濁音、半濁音のある文字は２文字分として扱われます。 

   (例)「カブシキガイシヤ」(８文字)は１０文字として扱われます。 

 

  b.初めて地方税の電子納税を利用する場合は、「111 会社情報の登録」で登録している法人名・住

所を初期表示します。なお、「利用者名カナ」で使用できない文字がある場合は、次のとおり自

動変換したうえで初期表示します。   

変換対象の文字 変換後の文字 

ァィゥェォッャュョヮ アイウエオツヤユヨワ 

ａ～ｚ Ａ～Ｚ 

ー―‐～ － 
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2)「納期限」欄 

  「納期限」は、システム上で参考表示するための情報であり、eLTAXへ送信するデータには含まれ

ません。そのため、入力しなくても電子納税の手続きは行えます。 

 

②明細データの作成 

  ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算から切り出した納付書データ(CSV)を読み込んで、

明細データを作成します。 

  ※[F5 明細追加]ボタンで、明細データを直接入力して作成することもできます。 

 

  1)画面上部の[納付書ﾃﾞｰﾀ(CSV)読込]ボタンをクリックします。 

   ファイル選択画面が表示されますので、ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算で切

り出した納付書データ(CSV)を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2)下記のメッセージが表示された場合は、[ＯＫ]を選択し、eLTAXにログインして登録済みの提出先

情報を取得します。 

 

 

 

 

 

 

（解説）提出先税務事務所情報の取得について 

ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算から切り出した納付書データには、電子納

税に必要となる提出先税務事務所の情報がありません。 

そのため、納付先団体に複数の税務事務所がある場合、eLTAXに登録済みの提出先情報を取得

し、初期値として設定します。 

 事業所の追加・移転等により、eLTAXに登録済みの提出先情報と異なる団体がある場合は、次の

画面で直接選択してください。 
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  3)納付書データ(CSV)の内容が表示されますので、確認の上、[F4 読込開始]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説）読込前チェック 

以下に該当するデータは読込対象外となります。該当する場合は、「読込前チェック」欄に赤

文字でエラー内容が表示されます。 

・金額桁数が電子納税可能な桁数を超過している場合 

・金額項目にマイナスの金額がある場合 

・金額項目に数字以外の文字がある場合（表計算ソフトで表示して指数になった等） 

・都道府県コード、市町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存在しない場合 

・延滞金、加算金等が入力されている場合 

・合計額がない（０円または空欄）場合 

 

１．上記のうち、「金額項目にマイナスの金額がある場合」は、ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－

ＴＡＸグループ通算の納付書データ作成画面で「事業税・特別法人事業」の「各割額の税額表

示区分」が「別建表示」となっている可能性があります。この場合、「相殺表示」を選択する

か、ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸグループ通算の納付書データ作成画面で金額を直接

修正してください。 

（参照：（注意）納付額にマイナスの金額がある場合、ｅ－ＴＡＸ電子納税に読み込めませ

ん。） 

 

２．上記のうち、「道府県コード、市町村コードが、電子納税できる地方公共団体のコードに存

在しない場合」は、横浜市や名古屋市が行政区のコードになっている可能性があります。地方

税電子納税では、行政区のコードは利用できないため、ASP1000R／eConsoliTax／ｅ－ＴＡＸ

グループ通算の納付書データ作成画面で市町村コード（市のコード）に修正してから切り出

してください。 

（参照：（注意）政令指定都市は行政区のコードではなく市のコードで切り出してください。） 
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4)読み込んだデータが納付データの作成画面に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③明細情報の確認 

 納付データの作成画面で明細の一覧をダブルクリックすると、納付先ごとの明細情報確認できます。 

 必要に応じ、備考欄の入力等を行います。 

 各項目を入力後、[F4 入力終了]ボタンをクリックします。 
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④確認用帳表の印刷・ファイル切り出し 

すべての納付先の明細情報を作成後、画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切

り出しを行い、納付内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容の確認後、［F3 次処理へ］ボタンをクリックし、地方税ポータルシステムへの送信処理

に進みます。すぐに送信しない場合は、［F4 入力終了］ボタンをクリックします。 

 

（解説）納付・納入金額の確認表の出力項目 

 「納付・納入金額の確認表」の印刷では、納付先ごとに、本税等の合計額を確認できます。 

 本税等の内訳を確認する場合は、[ﾌｧｲﾙ切出]機能をご利用ください。 

 

(4) 地方税ポータルシステムへの送信 

①納付データの作成画面で［F3 次処理へ］ボタンをクリック、もしくは電子納税プロセス画面で、［２．

納付データの送信］ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「独自の暗証番号」を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックします。納付データが地方税

ポータルシステムへ送信されると、続いて地方税ポータルシステムにて発行された納付情報の受信

が行われます。 

 

＜ 申告先(納付先)の追加画面が表示された場合 ＞ 

    地方税の電子納税を行うには、電子申告・納税する提出先として地方税ポータルシステムに納

付先を登録する必要があります。 

    作成した納付データの納付先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示さ

れます。「区分」欄が「追加」となっている申告先(納付先)について、「行修正」ボタンで「事

業所等の課税所在地」を入力の上、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックし
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てください。なお、「区分」欄が「登録済」の申告先(納付先)については、「事業所等の課税所

在地」欄が空欄であっても問題ありません。 

    登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 納付情報の確認 

納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 

納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ] を選択し、次プロセスへ進み

ます。 

②「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、再送信します。 
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(6) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

以降の処理は、税目や手続きによる差異はないため、「Ⅰ 個人住民税(特別徴収)の電子納税」の

「６．インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付」以降をご参照くだ

さい。 
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ｅ－ＴＡＸ電子納税 

３．更正・決定に基づく納付 

  更正・決定に係る納付では、地方公共団体から通知された内容に基づき、税額等の情報を直接入力

して電子納税するデータを作成します。 

 

＜更正・決定に基づく納付の流れ＞ 

 

 

(1) 納付データの作成（税額等を直接入力） 

 

(2) 地方税ポータルシステムへの送信 

 

(3) 納付情報の確認 

 

(4) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

 

(5) 納付情報(納付済)の確認 

 

(6) 納付結果通知(完了通知)の確認 

 

(7) 完了報告書の印刷 
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(1) 電子納税するデータの指定 

①メニューの選択 

フルメニューで電子納税する税目のメニューを選択します。 

・「651 法人都道府県民税・事業税等の更正・決定」 

・「652 法人市町村民税の更正・決定」 

 

②電子納税プロセス画面 

メニュー選択後、次の画面が表示されます。 

※以下、「651 法人都道府県民税・事業税等の更正・決定」を例に説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1)「データの指定」欄 

a.「新規データ」 

新たに電子納税データを作成する場合は、「新規データ」を選択します。「新規データ」を選

択した場合は、プロセス１から順番に処理を進めます。 

b.「前回データ」 

作成処理していたデータを再開する場合は、「前回データ」を選択します。 

    前回までに行った電子納税プロセスについては、「処理日時」欄に処理日時が表示されます。 

   ※過去に作成した電子納税データを確認する場合は、画面上部の「電子納税の履歴」で行います。 

 

  2)「事業年度」「申告区分」「納期限」「納付先団体数」「納付額合計」欄 

   「１．納付データの作成」で入力された内容を基に表示されます。 

 

  3)「納付方法」欄 

   納付方法が表示されます。 

   初めてメニューを利用する際は、納付データの作成(確認)時に、納付方法を選択します。また、

２回目以降は、前回の納付方法が初期選択されます。 

なお、納付指示前までは、「納付方法」欄の[変更]ボタンで納付方法を変更できます。 

 

  4)電子納税は、矢印の順に処理します。 

   ［１．納付データの作成］ボタンをクリックします。 
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③事業年度等の指定 

  新規にデータを作成する場合、［１．納付データの作成］ボタンをクリック後に、次の画面が表示

されます。対象の「事業年度」「事業区分」「申告区分（納付区分）」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（解説）事業区分 

地方税eLTAX仕様では、地方税法第72条の2第1項の各号（第１号～第４号）に掲げる事業区

分に応じて、納付データに設定する手続き情報が区別されています。そのため、該当する事業

区分を選択してください。 

なお、令和4年3月31日以前開始事業年度の場合、第４号事業（特定ガス供給業）は、第１号・

第２号事業とみなします。 
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(2) 納付データの作成（税額等を直接入力） 

事業年度等の指定後、次の画面が表示されます。 

①「利用者名カナ」「利用者名」「住所」の確認・入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)「利用者名カナ」「利用者名」「住所」欄 

  a.利用者名カナ、利用者名、住所は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に登録される情報です。 

   そのため、次のとおり、入力可能な文字数及び使用可能な文字に制限があります。  

行 項目 入力可能文字

数 

使用可能な文字 

１ 利用者名

カナ 

全角24文字 

(※) 

０１２３４５６７８９０ 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ 

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ

ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン 

ガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヴ 

゛゜「」￥，．（）－／全角スペース 

(注)ａｂｃなどの英字小文字や、ャュョなどのカナ文字小

文字は、使用できません。 

２ 利用者名 全角12文字 文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区～08

区（各種記号、英数字、かな）、16区～47区（JIS第一水準

漢字）、48区～84区（JIS第二水準漢字）を使用できます。 

(注)例として、「髙(はしごだか)」や、ローマ数字(Ⅰ～Ⅹ)、 

丸囲み文字(①～⑳)等は使用できません。 
３ 住所 全角80文字 

  ※利用者名カナについて、濁音、半濁音のある文字は２文字分として扱われます。 

   (例)「カブシキガイシヤ」(８文字)は１０文字として扱われます。 

 

  b.初めて地方税の電子納税を利用する場合は、「111 会社情報の登録」で登録している法人名・住

所を初期表示します。なお、「利用者名カナ」で使用できない文字がある場合は、次のとおり自

動変換したうえで初期表示します。   

変換対象の文字 変換後の文字 

ァィゥェォッャュョヮ アイウエオツヤユヨワ 

ａ～ｚ Ａ～Ｚ 

ー―‐～ － 
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2)「納期限」欄 

  「納期限」は、システム上で参考表示するための情報であり、eLTAXへ送信するデータには含まれ

ません。そのため、入力しなくても電子納税の手続きは行えます。 

 

②明細データの作成 

  1)[F5 明細追加]ボタンをクリックし、明細情報の入力画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.納付先団体の情報や納付・納入金額等を入力します。 

  b.各項目を入力後、[F4 入力終了]ボタンをクリックします。 

 

  2)入力したデータが納付データの作成画面に表示されます。 

   複数の団体へ電子納税する場合は、[F5 明細追加]で団体数分の明細を追加します。 
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③確認用帳表の印刷・ファイル切り出し 

すべての納付先の明細情報を作成後、画面上部の [確認用帳表印刷]ボタンで印刷又はファイル切

り出しを行い、納付内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容の確認後、［F3 次処理へ］ボタンをクリックし、地方税ポータルシステムへの送信処理

に進みます。すぐに送信しない場合は、［F4 入力終了］ボタンをクリックします。 

 

（解説）納付・納入金額の確認表の出力項目 

 「納付・納入金額の確認表」の印刷では、納付先ごとに、本税等の合計額を確認できます。 

 本税等の内訳を確認する場合は、[ﾌｧｲﾙ切出]機能をご利用ください。 

 

(3) 地方税ポータルシステムへの送信 

①納付データの作成画面で［F3 次処理へ］ボタンをクリック、もしくは電子納税プロセス画面で、［２．

納付データの送信］ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「独自の暗証番号」を入力し、[納付データの送信]ボタンをクリックします。納付データが地方税

ポータルシステムへ送信されると、続いて地方税ポータルシステムにて発行された納付情報の受信

が行われます。 

 

＜ 申告先(納付先)の追加画面が表示された場合 ＞ 

    地方税の電子納税を行うには、電子申告・納税する提出先として地方税ポータルシステムに納

付先を登録する必要があります。 

    作成した納付データの納付先が地方税ポータルシステムに未登録の場合は、次の画面が表示さ

れます。「区分」欄が「追加」となっている申告先(納付先)について、「行修正」ボタンで「事

業所等の課税所在地」を入力の上、[地方税ポータルシステム(eLTAX)へ送信]ボタンをクリックし
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てください。なお、「区分」欄が「登録済」の申告先(納付先)については、「事業所等の課税所

在地」欄が空欄であっても問題ありません。 

    登録完了後、納付データの送信処理を続行できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 納付情報の確認 

納付情報の確認では、地方税ポータルシステムにて発行された納付情報を確認します。 

納付情報には、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」等が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①納付情報にエラーがなく、内容に誤りがない場合は、[F3 次処理へ] を選択し、次プロセスへ進み

ます。 

②「エラー」がある場合は内容を確認し、エラーを修正後、再送信します。 
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(6) インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付 

以降の処理は、税目や手続きによる差異はないため、「Ⅰ 個人住民税(特別徴収)の電子納税」の

「６．インターネットバンキング納付／ダイレクト納付／クレジットカード納付」以降をご参照くだ

さい。 
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